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掲
載
希
望
団
体
は
広
報
広

聴
課
、
公
民
館
利
用
団
体

は
各
公
民
館
へ

▽
政
治
、
宗
教
、
営
利
不

可
▽
先
着
順
で
受
付
▽
添

削
あ
り
▽
掲
載
後
の
責
任

は
負
い
か
ね
ま
す

広
報
広
聴
課
ò
042
（
３
４

６
）
９
５
０
５

∞
肝
臓
病
医
療
講
演
会

ウ
イ

ル
ス
肝
炎
の
最
新
治
療
。
２
月

23
日
（
日
）
午
後
１
時
30
分
〜

４
時
。
国
分
寺
駅
ビ
ル
Ｌ
ホ
U

ル
。
無
料
。
百
30
人
（
先
着
順
）。

講
師
…
林
茂
樹
氏
（
国
立
病
院

東
京
災
害
医
療
セ
ン
タ
U
副
院

長
）
。
ò
小
金
井
地
区
肝
友

会
・
杉
田
042
（
３
８
３
）
２
０

２
４

∞
医
療
講
座

不
眠
症
と
そ
の

治
療
・
予
防
に
つ
い
て
。
３
月

１
日
（
土
）
午
後
１
時
30
分
〜

３
時
30
分
。
国
立
精
神
・
神
経

セ
ン
タ
U
武
蔵
病
院
コ
ス
モ
ホ

U
ル
。
無
料
。
講
師
…
梶
村
尚

史
氏
（
武
蔵
病
院
精
神
科
医

長
）
。
ò
武
蔵
病
院
の
医
療
を

考
え
る
会
042
（
３
４
２
）
３
５

１
４

∞
教
育
と
文
化
の
集
い

市
内

の
グ
ル
U
プ
な
ど
が
子
ど
も
た

ち
の
現
状
な
ど
を
報
告
し
、
い

っ
し
ょ
に
話
し
合
う
。
３
月
１

日
（
土
）
午
後
２
時
〜
４
時
30

分
。
福
祉
会
館
。
助
言
者
…
斎

藤
晴
雄
さ
ん
。
主
催
…
小
平
の

教
育
と
文
化
を
考
え
る
会
。
ò

福
田
042
（
３
４
２
）
２
１
３
７

∞
小
平
ジ
ュ
ニ
ア
新
体
操
ク
ラ

ブ
第
５
回
発
表
会

３
月
９
日

（
日
）
午
後
１
時
〜
３
時
。
一

中
体
育
館
。
無
料
。
幼
稚
園
児

か
ら
中
学
生
の
演
技
ほ
か
。
当

日
、
会
場
へ
。
ò
畑
中
042
（
３

４
４
）
０
７
３
４

∞
写
団
ブ
リ
リ
ア
ン
ト
第
５
回

写
真
展

３
月
14
日
（
金
）
〜

16
日
（
日
）
午
前
９
時
〜
午
後

８
時
（
14
日
は
11
時
開
場
、
16

日
は
６
時
ま
で
）
。
ル
ネ
こ
だ

い
ら
展
示
室
。
無
料
。
ò
島
田

042
（
３
４
４
）
８
４
７
８

∞
都
立
久
留
米
高
校
公
開
講
座

中
学
生
サ
ッ
カ
U
。
３
月
15

日
（
土
）
・
16
日
（
日
）
午
前

10
時
〜
午
後
４
時
（
１
時
間
休

憩
あ
り
）
。
費
用
百
円
（
傷
害

保
険
料
）
。
都
内
在
住
の
中
学

生
。
40
人
。
申
込
み
…
３
月
７

日
（
金
）
ま
で
（
必
着
）
に
、

往
復
は
が
き
に
、
講
座
名
、
住

所
、
氏
名
、
年
齢
、
性
別
、
電

話
番
号
を
記
入
し
、
都
立
久
留

米
高
校
公
開
講
座
係
へ
（
〒
203

―
０
０
５
２
　
東
久
留
米
市
幸

町
５
―
８
―
46
）
ò
０
４
２
４

（
71
）
２
５
１
０

平
成
15
年
度
の
市
民
税
・
都

民
税
の
申
告
を
３
月
17
日（
月
）

ま
で
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
期

限
間
近
に
な
り
ま
す
と
受
付
窓

口
が
た
い
へ
ん
混
雑
し
ま
す
の

で
、
申
告
が
お
済
み
で
な
い
方

は
早
め
に
お
願
い
し
ま
す
。

な
お
、
勤
務
先
か
ら
小
平
市

役
所
に
給
与
支
払
報
告
書
の
提

出
が
あ
る
方
や
、
税
務
署
に
確

定
申
告
を
す
る
方
は
、
市
民

税
・
都
民
税
の
申
告
は
必
要
あ

り
ま
せ
ん
。

収
票
や
給
与
支
払
明
細
書
な

ど
、
収
入
金
額
の
わ
か
る
書
類

‡
そ
の
他
の
所
得
の
方
は
、
年

金
の
源
泉
徴
収
票
や
収
支
明

細
、
支
払
調
書
な
ど
、
所
得
金

額
の
わ
か
る
書
類

·
生
命
保
険
料
、
損
害
保
険
料

の
控
除
証
明
書
（
年
末
調
整
用

と
し
て
す
で
に
勤
務
先
へ
提
出

し
て
い
る
場
合
は
不
要
）

‚
印
鑑

Ω
市
役
所
６
階
会
議
室

東
京
税
理
士
会
東
村
山
支
部

で
は
、
小
規
模
事
業
者
の
た
め

の
無
料
申
告
相
談
や
申
告
書
の

作
成
指
導
（
譲
渡
所
得
、
相
続

税
、
贈
与
税
を
除
く
）
を
行
っ

て
い
ま
す
。

な
お
、
給
与
所
得
者
の
還
付

申
告
の
方
も
利
用
で
き
ま
す
。

と
　
き

２
月
21
日
（
金
）
ま

で
　
午
前
９
時
30
分
〜
11
時
30

分
、
午
後
１
時
〜
３
時

と
こ
ろ

市
役
所
６
階
会
議
室

※
筆
記
具
、
計
算
機
な
ど
を
お

持
ち
く
だ
さ
い
。

※
所
得
金
額
が
高
額
な
方
、
相

談
内
容
が
複
雑
な
方
は
、
税
務

署
ま
た
は
有
料
で
税
理
士
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

Ω
広
域
還
付
申
告
セ
ン
タ
U

還
付
申
告
書
の
受
付
（
預
か

り
）
、
所
得
税
の
申
告
用
紙
の

配
布
、
還
付
申
告
書
の
書
き
方

の
ア
ド
バ
イ
ス
を
行
っ
て
い
ま

す
（
土
地
や
建
物
な
ど
の
売
却

に
よ
る
譲
渡
所
得
の
あ
る
方
を

除
く
）。

と
　
き

２
月
26
日
（
水
）
ま

で
（
土
曜
・
日
曜
日
を
除
く
）

午
前
９
時
〜
正
午
、
午
後
１

時
〜
５
時

と
こ
ろ

JR
新
宿
駅
西
口
広
場

イ
ベ
ン
ト
コ
U
ナ
U

問
合
せ

東
村
山
税
務
署
ò
042

（
３
９
４
）
６
８
１
１

スーパー
マーケット

表１　引っ越しをするときの主な手続き

※学生寮やアパートに引っ越しをしてきた学生、生徒も14日以内に転入届が必要です。

・印鑑
・転出証明書(外国からの転入の方は、パスポー
　トと戸籍謄本、附票の写しをお持ちください)
・国民年金手帳(加入者)

・印鑑
・印鑑登録証、こだいら市民カード(登録者)
・国民健康保険証(加入者)
・老人保健医療証(受給者)
・乳幼児医療証(受給者)
・介護保険証(65歳以上の加入者、受給者)

・印鑑
・国民健康保険証(加入者)
・老人保健医療証(受給者)
・乳幼児医療証(受給者)
・介護保険証(65歳以上の加入者、受給者)

市外から引っ越
してきたとき

市外へ引っ越す
とき

市内で引っ越し
たとき
アパートの部屋
を移ったとき

実際に住み始め
てから14日以内

引っ越す日が近
づいたら

新しい住まいに
住み始めてから
14日以内

転入届

転出届

転居届

届け出の種類 こんなとき 届出期間 届け出に必要なもの

表２　出張所で取り扱う主な業務

住民登録
分　類 内　　　　　容

戸　　籍
印　　鑑
税　　務
納税・納入
国民健康保険
国民年金
福祉関係

転入届、転出届など
出生届、婚姻届など
印鑑登録(こだいら市民カード)など
市民税・都民税の申告など
市税、国民健康保険税、介護保険料など
資格取得・喪失届など
資格取得・喪失届など
老人保健医療証交付申請、児童手当認定請求など

各種証明
住民票の写し、戸籍謄(抄)本、印鑑登録証明書、
登録原票記載事項証明書、課税・非課税証明書、
固定資産税関係証明書、納税証明書など

※年末年始(12月29日～１月３日)は利用できません。
※市役所のみ、祝日(午前９時～午後５時)も利用できます。
※大沼公民館・図書館は祝日が日曜日にあたるときは利用できま
す(振替休日は利用できません)。

表４　証明書自動交付機の設置場所・利用時間

市　役　所
東部出張所
西部出張所

大沼公民館・図書館
土曜・日曜日　午前９時～午後５時

月曜～金曜日　午前８時30分～午後５時

土曜・日曜日　午前９時～午後５時

月曜～金曜日　午前８時30分～午後８時

設置場所 利　用　時　間

ネ
ズ
ミ
は
食
べ
物
を
食
い
荒

ら
す
だ
け
で
な
く
、
家
屋
や
家

具
、
と
き
に
は
電
気
配
線
な
ど

を
か
じ
っ
て
被
害
を
も
た
ら
す

ほ
か
、
ダ
ニ
や
ノ
ミ
を
振
り
ま

く
な
ど
衛
生
上
も
好
ま
し
く
あ

り
ま
せ
ん
。

ネ
ズ
ミ
に
よ
る
被
害
を
な
く

す
た
め
に
、
日
ご
ろ
か
ら
食
品

の
管
理
や
ご
み
を
片
づ
け
て
、

ネ
ズ
ミ
の
住
み
に
く
い
環
境
を

つ
く
り
ま
し
ょ
う
。

市
で
は
、
ネ
ズ
ミ
の
被
害
で

困
っ
て
い
る
家
庭
に
、
殺
そ
剤

や
ネ
ズ
ミ
捕
り
シ
U
ト
を
無
料

で
配
布
し
て
い
ま
す
。
な
お
、

使
用
す
る
際
は
、
使
用
上
の
注

意
を
十
分
に
守
っ
て
く
だ
さ

い
。

配
布
窓
口

環
境
保
全
課
、
東

部
・
西
部
出
張
所
、
動
く
市
役

所問
合
せ

環
境
保
全
課
ò
042

（
３
４
６
）
９
５
３
６

所
得
税
の
確
定
申
告
や
医
療

費
控
除
、
住
宅
借
入
金
等
特
別

控
除
、
寄
付
金
控
除
、
年
の
途

中
で
の
退
職
、
年
末
調
整
を
し

て
い
な
い
な
ど
の
理
由
で
還
付

を
受
け
る
方
は
、
税
務
署
へ
の

申
告
が
必
要
で
す
。
３
月
に
入

る
と
込
み
合
い
ま
す
の
で
、
早

め
の
申
告
を
お
願
い
し
ま
す
。

東
村
山
税
務
署

確
定
申
告
・
還
付
申
告
は
税
務
署
へ

★
親
子
リ
ト
ミ
ッ
ク

第
２
・

４
火
曜
日
午
前
10
時
〜
11
時
。

津
田
公
民
館
。
月
会
費
２
千
円

（
教
材
費
別
）
。
ò
中
村
042

（
３
４
６
）
５
３
５
４

★
イ
タ
リ
ア
語
　
イ
ル
・
フ
ィ

オ
U
レ

初
級
。
月
２
回
火
曜

日
午
後
１
時
〜
５
時
。
花
小
金

井
南
公
民
館
。
月
会
費
１
千
円

（
教
材
費
別
）
。
外
国
人
講
師
。

入
会
説
明
会
…
３
月
18
日（
火
）

午
後
１
時
〜
２
時
。
ò
田
口
042

（
３
８
３
）
５
８
７
７

★
カ
ラ
オ
ケ
　
ハ
U
モ
ニ
U

木
曜
日
午
後
１
時
30
分
〜
５

時
。
中
央
公
民
館
。
月
会
費
２

千
円
。
ò
浜
名
042
（
３
４
３
）

３
１
１
１

★
表
装
同
好
会

第
１
・
３
金

曜
日
午
後
１
時
〜
５
時
。
花
小

金
井
南
公
民
館
。
月
会
費
２
千

円
（
材
料
費
別
）
。
ò
宮
崎
０

４
２
４
（
62
）
７
１
８
０

★
英
語
育
児
サ
U
ク
ル
　
マ
ザ

U
ズ

月
３
回
火
曜
日
午
前
10

時
30
分
〜
正
午
。
花
小
金
井
南

公
民
館
、
鈴
木
地
域
セ
ン
タ

U
。
月
会
費
１
千
８
百
円
。
１

歳
以
上
。
ò
小
島
042
（
３
２
８
）

７
１
４
８

★
西
武
カ
ラ
オ
ケ
愛
好
会

第

１
・
３
日
曜
日
午
後
２
時
〜
４

時
。
大
沼
公
民
館
。
月
会
費
２

千
円
、
教
材
費
百
円
。
ò
阿
部

０
７
０
（
５
１
０
５
）
５
３
８

９★
書
道
　
敬
愛
会

第
１
・
３

木
曜
日
午
後
２
時
〜
４
時
。
小

川
公
民
館
。
月
会
費
１
千
５
百

円
。
ò
日
下
042
（
３
２
４
）
０

２
０
９

★
大
沼
絵
画
の
会

第
２
〜
４

金
曜
日
午
前
10
時
〜
正
午
。
大

沼
公
民
館
。
月
会
費
２
千
円
。

ò
田
村
042（
３
４
１
）１
５
６
９

★
育
児
サ
U
ク
ル
　
ぶ
る
っ
く

第
２
・
４
金
曜
日
午
前
10
時

〜
正
午
。
小
川
公
民
館
。
月
会

費
２
百
円
。
保
育
あ
り
。
ò
黒

滝
042
（
３
４
７
）
８
０
８
４

★
中
国
語
を
楽
し
も
う
会

土

曜
日
午
後
１
時
〜
３
時
（
初

級
）
、
３
時
〜
５
時
（
中
級
）
。

上
水
南
公
民
館
ほ
か
。
月
会
費

２
千
円
、
教
材
費
１
千
円
。
外

国
人
講
師
。
ò
阿
部
042
（
３
４

３
）
１
４
５
７

★
書
道
ク
ラ
ブ

第
２
・
４
木

曜
日
午
前
10
時
〜
正
午
。
仲
町

公
民
館
。
月
会
費
１
千
円
。
ò

松
本
042
（
３
４
２
）
７
１
２
６

★
カ
ラ
オ
ケ
　
野
ば
ら
の
会

月
３
回
木
曜
日
午
後
１
時
〜
５

時
。
中
央
公
民
館
。
月
会
費
２

千
円
。
ò
仲
042
（
３
４
５
）
８

５
３
３

★
明
寿
会
フ
ォ
U
ク
ダ
ン
ス
ク

ラ
ブ

金
曜
日
午
後
１
時
〜
３

時
30
分
。
仲
町
公
民
館
ほ
か
。

月
会
費
７
百
円
。
ò
千
田
042

（
３
８
３
）
４
１
３
８

★
太
極
拳
　
朱
雀
会

簡
化
24

式
。
日
曜
日
午
後
２
時
〜
３
時

30
分
。
一
中
武
道
場
。
月
会
費

２
千
円
。
ò
阿
部
042
（
３
４
３
）

７
６
７
８

★
着
付
け
　
夢
衣
・
恵
秀
会

ふ
だ
ん
着
か
ら
礼
装
ま
で
、
手

結
び
。
第
２
・
４
木
曜
日
午
前

９
時
〜
午
後
５
時
。
美
園
地
域

セ
ン
タ
U
。
月
会
費
１
千
円
。

用
具
不
用
。
ò
渡
辺
042
（
３
４

１
）
２
５
５
５
（
午
後
６
時
以

降
）

★
保
育
パ
U
ト
募
集

４
月
か

ら
働
け
る
40
歳
ぐ
ら
い
ま
で
の

方
。
勤
務
時
間
午
後
３
時
45
分

〜
６
時
15
分
。
委
細
面
談
。
ò

花
小
金
井
愛
育
園
０
４
２
４

（
61
）
９
５
４
９

★
ガ
U
ル
ス
カ
ウ
ト
東
京
第
76

団

月
３
回
日
曜
日
午
前
10
時

〜
正
午
。
花
小
金
井
南
公
民

館
。
年
長
〜
小
学
生
。
ò
宮
崎

042
（
３
４
２
）
４
５
９
４

★
フ
ラ
ダ
ン
ス
　
レ
イ
ン
ボ
U

シ
ャ
ワ
U
シ
ス
タ
U
ズ

第
２

・
４
金
曜
日
午
後
７
時
〜
９

時
。
上
宿
公
民
館
。
月
会
費
２

千
円
（
教
材
費
別
）
。
ò
若
林

042
（
３
４
３
）
２
８
９
１

提
出
の
し
か
た
な
ど

申

告

の

ご

相

談

は

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で

確

定

申

告

書

が

作

成

で

き

ま

す

ネ

ズ

ミ

退

治

に

薬
剤
・
粘
着
シ
ー
ト

無

料

配

布

中

３

月

末

ま

で

Ω
Ｔ
Ｏ
Ｅ
Ｉ
Ｃ

と
　
き

▽
初
受
験
者
…
土
曜

日
　
午
後
１
時
か
ら
　
全
14
回

▽
ス
コ
ア
ア
ッ
プ
５
百
点
目
標

…
土
曜
日
　
午
後
３
時
30
分
か

ら
　
全
14
回

費
　
用

各
２
万
４
千
円

Ω
中
国
語
入
門
・
中
級

と
　
き

水
曜
・
金
曜
日
　
午

後
２
時
10
分
か
ら
　
各
全
24
回

費
　
用

各
１
万
９
千
円

Ω
中
国
語
初
級

と
　
き

月
曜
・
木
曜
日
　
午

後
２
時
10
分
か
ら
　
全
24
回

費
　
用

１
万
９
千
円

Ω
キ
ッ
ズ
・
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ

と
　
き

▽
初
心
者
…
土
曜
日

午
前
10
時
か
ら
　
全
12
回

▽
本
講
座
経
験
者
…
土
曜
日

午
後
１
時
か
ら
　
全
12
回

費
　
用

各
１
万
９
千
５
百
円

Ω
初
め
て
の
韓
国
語

と
　
き

土
曜
日
　
午
後
２
時

か
ら
　
全
12
回

費
　
用

１
万
８
千
円

Ω
続
け
る
韓
国
語

と
　
き

土
曜
日
　
午
後
３
時

45
分
か
ら
　
全
12
回

費
　
用

１
万
８
千
円

Ω
フ
ラ
ン
ス
語
初
級

と
　
き

土
曜
日
　
午
前
９
時

30
分
か
ら
　
全
12
回

費
　
用

１
万
６
千
円

Ω
フ
ラ
ン
ス
語
中
級

と
　
き

土
曜
日
　
午
前
11
時

15
分
か
ら
　
全
12
回

費
　
用

１
万
６
千
円

Ω
英
会
話

と
　
き

木
曜
日
　
午
前
10
時

35
分
か
ら
　
全
13
回

費
　
用

１
万
６
千
円

Ω
ゆ
っ
く
り
学
ぶ
基
礎
英
語

と
　
き

土
曜
日
　
午
後
３
時

か
ら
　
全
10
回

費
　
用

２
万
４
千
円

※
詳
し
い
資
料
の
請
求
は
、
は

が
き
で
申
込
み
先
へ
（
無
料
で

郵
送
）。

申
込
み

３
月
15
日
（
土
）
ま

で
に
、
嘉
悦
大
学
エ
ク
ス
テ
ン

シ
ョ
ン
セ
ン
タ
U
（
〒
187
―
８

５
７
８
　
花
小
金
井
南
町
２
―

８
―
４
）
へ
ò
０
４
２
４
（
66
）

１
７
１
３

―
―
共
　
通
―
―

証

明

書

自
　
動
　
交
　
付
　
機

表３　動く市役所の巡回日程

※祝日、年末年始（12月29日～1月3日）は休みです。

午前９時30分
　　　～11時

午後２時
　～３時30分

時間
曜日

鈴木地域
センター

小　川
公民館

上水南
公民館

小　川
公民館

上水南
公民館

中島地域
センター

大沼地域
センター

中島地域
センター

大沼地域
センター

月 火 水 木 金

所

得

の

な

か

っ

た

方
　
も
　
申
　
告
　
を

申
告
に
必
要
な
も
の

申
　
告
　
の
　
受
　
付

税

理

士

会

の

無
料
申
告
相
談
な
ど

嘉

悦

大

学

４

　

月

　

開

　

講

市
の
水
道
職
員
を
名
の

り
、
水
道
器
具
の
点
検
な

ど
と
い
っ
て
、
代
金
を
請

求
さ
れ
る
被
害
が
発
生
し

て
い
ま
す
。

市
で
は
、
工
事
や
点
検

を
し
て
、
職
員
が
直
接
そ

の
場
で
現
金
を
徴
収
す
る

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

家
の
中
に
入
れ
ず
、
身

分
証
明
書
の
提
示
を
求
め

て
く
だ
さ
い
。

不
審
に
思
っ
た
ら
問
い

合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ

環
境
部
水
道
業

務
課
ò
042
（
３
４
６
）
９

５
９
１

第３回Ｋボール全国中学生（ＡＡ）選抜野球大

会に、東京予選会で第１位となり出場することと

なった小平クラブの選手たちが２月12日（水）に

市長を表敬訪問しました。硬球に似た日本生まれ

のＫボールを使った野球の練習を重ねる選手たち

に、市長から激励のことばがかけられました。

Ｋボール

全国中学生野球大会へ

市
役
所
や
出
張
所
な
ど
に
設

置
し
た
証
明
書
自
動
交
付
機
を

利
用
し
て
、
休
日
・
夜
間
（
一

部
を
除
く
）
に
も
住
民
票
の
写

し
や
印
鑑
登
録
証
明
書
を
受
け

取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
表

４
）。利用

す
る
に
は
、
暗
証
番
号

を
登
録
し
た
「
こ
だ
い
ら
市
民

カ
U
ド
」
が
必
要
で
す
。
事
前

に
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ

市
民
課
ò
042
（
３
４

６
）
９
５
２
０
、
東
部
出
張
所

ò
０
４
２
４
（
67
）
１
２
１
１
、

西
部
出
張
所
ò
042
（
３
４
３
）

１
２
１
１

今
年
か
ら
、
国
税
庁
ホ
U
ム

ペ
U
ジ
（http://w

w
w
.nta.

g
o.jp

）
の
「
所
得
税
の
確
定
申

告
書
作
成
コ
U
ナ
U
」
で
作
成

し
た
申
告
書
を
税
務
署
に
提
出

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

▽
分
離
課
税
や
給
与
所
得
者
の

特
定
支
出
控
除
を
受
け
よ
う
と

す
る
方
な
ど
、
申
告
の
内
容
に

よ
り
利
用
で
き
な
い
場
合
が
あ

り
ま
す

▽
必
ず
カ
ラ
U
プ
リ
ン
タ
を
使

用
し
、
プ
リ
ン
タ
の
設
定
は
、

画
面
の
指
示
に
従
っ
て
確
認
し

て
く
だ
さ
い

▽
用
紙
は
、
Ａ
４
サ
イ
ズ
の
普

通
紙
（
Ｐ
Ｐ
Ｃ
用
紙
ま
た
は
Ｏ

Ａ
用
紙
）
を
使
っ
て
く
だ
さ
い

（
イ
ン
ク
ジ
ェ
ッ
ト
専
用
紙
は

使
わ
な
い
で
く
だ
さ
い
）

※
４
月
中
旬
ま
で
税
務
署
の
駐

車
場
は
利
用
で
き
ま
せ
ん
。

問
合
せ

東
村
山
税
務
署
（
〒

189
―
８
５
５
５
）
ò
042
（
３
９

４
）
６
８
１
１

申
告
書
が
届
い
た
方
は
、
平

成
14
年
中
に
所
得
の
な
か
っ
た

方
で
も
、
非
課
税
証
明
書
の
発

行
、
国
民
健
康
保
険
税
軽
減
措

置
な
ど
の
基
礎
資
料
と
な
り
ま

す
の
で
、
申
告
書
の
裏
面
に
必

要
事
項
を
記
入
の
う
え
申
告
し

て
く
だ
さ
い
。

fl
給
与
所
得
の
方
は
、
源
泉
徴

と
　
き

月
曜
〜
金
曜
日
　
午

前
８
時
30
分
〜
11
時
30
分
、
午

後
１
時
〜
４
時
30
分

と
こ
ろ

市
役
所
２
階
会
議
室

※
申
告
書
は
、
郵
送
で
も
受
け

付
け
て
い
ま
す
。

問
合
せ

市
民
税
課
（
〒
187
―

８
７
０
１
　
小
平
市
役
所
）
ò

042
（
３
４
６
）
９
５
２
２

▽
税
務
署
で
は
「
申
告
書
作
成

会
場
」
を
設
け
、
確
定
申
告
書

の
書
き
方
に
疑
問
な
ど
が
あ
る

方
に
ア
ド
バ
イ
ス
を
行
っ
て
い

ま
す
。
確
定
申
告
書
の
住
所
・

氏
名
・
所
得
金
額
欄
な
ど
分
か

る
と
こ
ろ
は
記
載
し
た
う
え

で
、
筆
記
具
、
計
算
機
な
ど
を

持
参
の
う
え
、
ご
相
談
く
だ
さ

い▽
「
に
せ
税
理
士
」
に
ご
注
意

く
だ
さ
い
。
納
税
者
の
依
頼
に

よ
る
税
務
代
理
・
税
務
書
類
の

作
成
・
税
務
相
談
な
ど
は
、
資

格
の
な
い
人
に
は
で
き
な
い
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
正
規
の

税
理
士
に
依
頼
し
ま
し
ょ
う

告
書
な
ど
を
提
出
す
る
と
き

は
、
税
務
署
正
門
左
側
の
「
時

間
外
文
書
収
受
箱
」
を
ご
利
用

く
だ
さ
い

▽
所
得
税
・
贈
与
税
の
申
告
と

納
税
は
３
月
17
日
（
月
）
ま
で

で
す

▽
個
人
事
業
者
の
消
費
税
の
申

告
と
納
税
は
３
月
31
日
（
月
）

ま
で
で
す

だ
さ
い
。
こ
の
場
合
は
、
封
筒

の
裏
面
に
住
所
・
氏
名
を
必
ず

書
い
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
申

告
書
の
「
控
」
に
受
付
印
が
必

要
な
方
は
、
「
控
」
と
、
切
手

を
は
っ
た
返
信
用
封
筒
を
同
封

し
て
く
だ
さ
い

▽
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日
に
申

※
市
役
所
で
受
け
付
け
る
市
民

税
・
都
民
税
の
申
告
で
は
、
所

得
税
の
還
付
が
受
け
ら
れ
ま
せ

ん
。

▽
申
告
書
を
す
べ
て
記
載
で
き

た
方
は
、
郵
送
で
提
出
し
て
く

東

部

出

張

所

・

西

部

出

張

所

転
入
・
転
出
の
届
け
出
な
ど

の
市
民
課
業
務
を
は
じ
め
、
国

民
健
康
保
険
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な

す
。
月
曜
日
や
祝
日
の
翌
日
は

特
に
込
み
合
い
ま
す
の
で
、
こ

れ
ら
の
日
を
避
け
て
、
手
続
き

を
す
る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま

す
。手

続
き
は
、
東
部
・
西
部
出

張
所
や
動
く
市
役
所
で
も
受
け

付
け
て
い
ま
す
の
で
、
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

※
転
入
・
転
居
の
際
は
、
住
み

始
め
て
か
ら
14
日
以
内
に
手
続

き
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

転
勤
や
就
職
、
進
学
の
季
節

を
迎
え
る
と
、
引
っ
越
し
な
ど

に
伴
う
手
続
き
（
表
１
）
の
た

め
に
、
市
役
所
１
階
の
市
民
課

窓
口
が
た
い
へ
ん
込
み
合
い
ま

水
道
職
員
を
名
の
る

悪
質
業
者
な
ど
に

ご

注

意

を

動
　
く
　
市
　
役
　
所

市
役
所
や
出
張
所
か
ら
遠
い

方
の
た
め
の
移
動
窓
口
で
す
。

市
内
５
か
所
を
巡
回
し
て
い

ま
す
の
で
、
最
寄
り
の
会
場
を

ご
利
用
く
だ
さ
い
（
表
３
）。

取
扱
業
務
は
出
張
所
と
ほ
ぼ

同
じ
で
す
が
、
即
日
処
理
で
き

な
い
業
務
が
一
部
あ
り
ま
す
。

住
民
票
の
写
し
や
印
鑑
登
録
証

明
書
、
税
関
係
の
証
明
書
な
ど

は
、
市
役
所
に
電
話
で
請
求
す

る
と
直
近
の
巡
回
日
に
受
け
取

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

業
務
を
取
り
扱
っ
て
い
ま
す

（
表
２
）。

受
付
時
間
は
、
午
前
８
時
30

分
か
ら
午
後
５
時
ま
で
で
す
。


